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緩やかなまとまりのあるまちなみ 通りのシンボル、桜並木

眺めが良くゆとりがある
直線的で幅の広い道路

安全で安心なお散歩

桜並木と調和したデザインの建物緩やかなまとまりのあるまちなみ

通りの
シンボル
桜並木

やすらぎのある憩いの空間お洒落でにぎわいのある商店街

みどり豊かな通りの
景観に配慮した看板

積極的に良好な景観形成を図る公共施設

やすらぎのある憩いの空間 眺めが良く開放感がありみどり豊かな交差点で、ひと休み季節が感じられて潤いのある景観をつくる
根元の植栽

北側：JR横浜線～国道１６号付近

南側：国道１６号～横山二丁目交差点付近
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cafe sagamihara
Restaurant相模川亭

（２）景観形成基準・景観誘導基準
　（１）の事前協議・届出が必要となる行為に適用される景観形成基準（◎）・景観誘導基準（○）
は、次のとおりです。

○壁面後退するなど、さくら通り沿いの歩行者空間やオープンスペースの創出に努める。

○高さは、周辺の建築物との調和に配慮する。

○商店街など店舗が多い場所では、店舗のオーニン
グ（日除け）の設置位置や大きさを揃える、隣接
する建築物と統一感のある素材を使用するなど、
周辺の店舗との調和を図り、にぎわいの連続性を
創出するよう、建築物の低層部の形態・意匠を工
夫する。

○さくら通り側は、壁面の分節化や開口部・バルコ
ニーの形態・意匠を工夫するなど、単調にならな
いように配慮する。

○さくら通り側にバルコニーを設ける場合は、さく
ら通りから物干しや室外機などが見えないように
努める。

◎屋上の建築設備等は、建築物と一体的なデザイン
とする。又は、ルーバー等で覆うなど景観を損な
わないよう修景する。

○反射や光沢の強い素材の使用はなるべく避けるなど、反射光により周辺に不快感を与えないよう
　配慮する。

○良好な景観を維持するため、汚れや退色など経年による劣化等を考慮した素材選びに努める。

◎屋根の色彩は、建築物の外壁と調和し、かつ、別表１（P10 参照）に示す範囲内とする。

◎外壁の色彩は、隣接する建築物等と極端な差が出ないよう周辺との調和やまちなみの連続性に配慮
　し、かつ、別表２（P10 参照）に示す範囲内とする。ただし、アクセントカラーとして使用する場合で、
　当該外壁各面の見付面積の２０％以下のものは除く。
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〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇 〇〇 〇

〇〇 〇〇 〇

○アクセントカラーを使用する場合は、周辺の街
並みに配慮するとともに、歩行者の目線やにぎ
わいの創出を意識して、できるだけ低層部に集
約するなど、効果的に配置する。

○さくら通りから見える位置に、植栽やプラン
ター等を配置し、通りと調和した空間を創出す
るなど身近なみどりの演出を図る。緑化する土
地がない場合は、屋上緑化等に努める。

◎フェンス等の色彩は、こげ茶、グレーベージュ、
黒、暗灰色など、暖色系色相の低明度、低彩度
色又は無彩色の低明度色とするなど目立たない
ものとする。

○駐車場（機械式駐車場を含む。）、駐輪場等は、さくら通りから目立たないように配置や植栽など
を工夫する。

◎道路沿いに塀や柵等を設置する場合は、透視可
能なフェンスや植栽を基本とする。

○ショーウィンドーや壁面をライトアップするな
ど、適度なにぎわいを演出できるよう工夫する。

○過激な光の拡散や点滅するネオン等は使用しない。

◎屋外設備は、さくら通りから目立たない場所に
配置する。できない場合は、植栽等により修景
する。

○夜間でも適度な明るさを保ち、安全安心な歩行
者空間の形成に努める。

○交差点など視線が集まりやすい場所に面する建築物等は、形態・意匠や色彩などを工夫し、魅力
ある景観形成に配慮する。

○建築物の壁面等は、形態に応じて色彩の分節化
を図るなど、威圧感の軽減に努める。

○建築物のさくら通りに面する部分に窓面広告
（屋内から屋外に向けたもの）を設置する場合
は、通りの街並みを阻害しないように配慮する。
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Pパーキング

600円 200円

00 分／ 200円

◎色彩は、こげ茶、グレーベージュ、黒、暗灰
色など、暖色系色相の低明度、低彩度色又は
無彩色の低明度色とするなど目立たないものと
する。

◎道路沿いに設置する場合は、透視可能なフェ
ンスや植栽を基本とする。

○駐車場、駐輪場等は、さくら通りから目立た
ないように配置や植栽などを工夫する。

○説明板や精算機、ロック装置などの設備は、
さくら通りからの見え方に配慮し、形態・意
匠や色彩などを工夫する。

◎フェンス等の色彩は、こげ茶、グレーベージュ、黒、暗灰色など、暖色系色相の低明度、低彩度
色又は無彩色の低明度色とするなど目立たないものとする。
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◎パネルやフレーム、設備機器等の色彩は、
低明度、低彩度のものを使用するなど、周
辺から目立たないものとする。

○屋外広告物等の表示及び設置に当たっては、
桜並木の景観に配慮するとともに、建築物
のデザイン及び街並みの連続性に配慮する。

○屋外広告物等の数や大きさは、可能な限り
最小限とし、設置位置、形態・意匠、表示
内容等に充分に配慮する。

○屋外広告物等の色彩は、街並みから突出し
ないよう高彩度色の使用や組み合わせを控
えるとともに、色数を抑えるなど工夫する。

○屋外広告物等に光源を使用する場合は、激しい動光・点滅等をするものを使用しない。

○交差点など視線が集まりやすい場所に面して設置する屋外広告物等は、魅力ある景観形成に配慮する。

◎太陽光発電設備を設置する場合は、さくら
通りから目立たない場所に配置する。でき
ない場合は、植栽等により修景する。

◎自動販売機を設置する場合は、周辺の建築
物と調和した色彩を用いるなど、さくら通
りからの見え方に配慮する。
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建築物

敷地内 さくら通り

サガミ

サガミ

建築物

２.５m以上

さ
く
ら
ビ
ル

建築物

敷地内 さくら通り

建築物

敷地内 さくら通り

SAGAMI ビル

相
模
ビ
ル

○同一の壁面で、同一内容の情報を複数表示しないよう配慮する。

○２階以下の高さに設置するよう配慮する。

◎さくら通り上に突出しないものとする。

○２階以下の高さに設置するよう配慮する。

○歩行者空間やオープンスペースに設置する広告物
　の下端の高さは地上 2.5ｍ以上とする。

◎さくら通り上に突出しないものとする。

○２階以下の高さに設置するよう配慮する。

○歩行者空間やオープンスペースの創出を妨げない位置に設置とするとともに、歩行者等の通行を
　阻害しないものとする。

○歩行者空間やオープンスペースの創出を妨げない
　位置に設置とするとともに、歩行者等の通行を阻
　害しないものとする。

◎屋上広告物は、設置することができない。

P

〇〇〇〇

さがみ

P
〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇
〇
〇
〇
〇

さがみ
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相模商店

相模商店の敷地

相模商店

相模商店

相模商店の敷地

スーパー武蔵
700m先

自己用の
屋外広告物

○自己用以外の屋外広告物等の設
置は控える。設置する場合は、
単に目立つものとならないよう
周辺の景観に配慮したデザイン
や大きさとする。（※）

自己用以外の
屋外広告物

・設置を控える
・設置する場合は周辺
　に配慮したデザイン、
　大きさに

（１）屋外広告物の許可について
自己用以外の広告物や表示面積の合計が 10 ㎡以上の自己用広告物を掲出するときは、原則と

して許可が必要となります。
なお、市役所前さくら通り地区において、表示面積の合計が 5 ㎡を超え 10 ㎡以下の自己用

広告物を掲出するときは、景観法に基づく届出の対象となりますので、「６ 景観条例に基づく
「事前協議」・景観法に基づく「届出」について」をご確認下さい。

（２）景観形成基準・景観誘導基準
　許可が必要となる屋外広告物に適用される景観形成基準（◎）・景観誘導基準（○）は、次のと
おりです。
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